
住宅用火災警報器が正常に作動するように、定期的に点検をしましょう。また、設置から１０年を経過した
住宅用火災警報器は交換をおすすめします。

消防本部・消防署では住宅用火災警報器や消火器の販売などは一切行っていません。怪しいと思ったら、
すぐに消防署（予防課☎３８－２８２４）に連絡をお願いします。
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